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福島県社会福祉課福祉・介護人材担当 

 

令和８年度福島県福祉・介護人材確保対策事業等について 

 

１ 令和８年度福祉・介護人材確保対策事業について 

 ●（新）外国人介護人材受入環境整備事業における居住経費支援について→別紙 

 ●（新）ポータルサイト制作事業 

   県内の介護の仕事に関する情報にワンストップでアクセスできるポータルサイ 

  トを制作（１０月頃公開予定） 

 ●福祉・介護職員のつどい 

今年度は７月２８日（火）開催 

 

２ 地域医療介護総合確保基金事業補助金の申請について 

●よくある間違い・不備 

  ・・ェッックスストの記入漏れ、事業メニュー（「(8)多様な人材層に対する介護人材

キャスアアップ研修支援事業（派遣）」など）の選択誤り 

→ェッック項目は提出前に１つ１つ提出する書類と突き合わせ確認しながら記

入しましょう。 

→正しい事業メニューを選ぶことで、正しい必要書類が表示されます。判断に迷

う場合はお問い合わせください。 

  ・基準額の記入間違い 

   交付申請時の所要額調書：内示額を記入→×、内示時の選定額を記入→○ 

   事業完了時の精算額調書：交付決定額を記入→×、交付決定時の選定額を記入→    

              ・○ 

●注意事例（過去の誤りを含む） 

 ＜複数事業共通＞ 

【事例１】 

講演会を開催した経費について申請する場合で、自法人の職員が講師となって 

おり、職員に支払った謝金を対象経費として計上 

  →講演会開催法人の職員が講師の場合、社会通念上、当該職員は通常業務の範囲で 

講演をしており対価は謝金ではなく給与により支払われているものとみなされ 

ます。 

【事例２】 

講演会・研修等の資料を自法人の施設のコピー機で印刷し、その印刷費用を単
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価×枚数で対象経費として計上 

【事例３】 

施設見学会等で自法人の施設の会議室等を使用し、その費用を外部の方に貸す

場合の利用料金で計算し対象経費として計上 

  →資料のコピーや会場を自法人の施設で行った場合、その費用について通常業務分 

と客観的に区別できる書類（コピー機スース料金の領収書、申込者一覧等）の添 

付がなければ、対象経費とは認められません。 

※ 法人内で役務等とその対価が完結している（＝領収書が発生しない）経費は補 

助対象経費ではありません。 

 ＜介護未経験者に対する研修支援等事業＞ 

【事例４】 

同じ研修について、「主催」と「派遣」両方に申請 

  →研修主催法人の職員が自法人の施設で受講した場合、「自法人の施設の研修に派 

遣」とみなして「派遣」を申請することは可能ですが、その場合は「主催」を申

請することはできません（二重申請となります）。 

 ＜多様な人材層に対する介護人材キャスアアップ研修支援事業＞ 

【事例５】 

介護職従事３年以内の若手職員の実務者研修受講について「派遣」を申請 

  →この事業は中堅職員に対するキャスアアップに資する研修を対象としています。 

 ＜地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業等＞   

【事例６】 

開催した研修や講演会の受講料、協賛金等、当該事業による収入があった場合 

に、総事業費のうちその収入を充当した経費について、補助対象経費にも計上 

 ・・→県の補助金以外に、その事業に係る収入（市町村補助金、当該事業の受講料、協 

賛金等）があった場合は、その収入は全て事業に係る経費に充当し、なお賄えな 

い部分のみが県補助金の補助対象経費となります。 

  →介護未経験者に対する研修支援等事業であれば、受講料収入があれば必ず施設か 

   ら受講者に還付しているので、県補助金収入と受講料収入が重複することはあり 

ませんが、それ以外の事業の場合は注意が必要です。実績報告の際必ず収支決算 

書等で確認し、適正な補助対象経費を計上してください。 

●その他 

 １．補助金申請書類は、事業終了の翌年度から５年間は保存していただく必要があり 

ますのでご注意ください。（福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱 

第 15 条） 

例：令和７年度に申請した補助金→令和８年度から５年間→令和１３年３月３１日 

 ・まで保存 
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 ２．補助金申請に必要となる領収書、修了証書等の書類はくれぐれも紛失・誤廃棄し 

ないよう、職員の皆様に周知徹底願います。 

 ３．補助金申請事務に要する労力・経費との採算性を考慮し、令和７年度以降は１件 

の補助金額が 5,000 円未満となる内容の申請は受け付けないこととしています。御 

理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。 


